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道サービス指標 定義・算出方法 

1)三次医療施設への 60 分アクセス人口割合 

・対象第三次医療施設は、国立仙台病院、仙台市立病院、古川市立病院とするが、平成 19 年以降

については、石巻日赤病院および東北大学病院も対象とする（病院移転等により医療機能が第

三次医療施設と同水準となる） 

・上記医療施設を対象に、医療施設から60分到達圏域を道路情報（ＤＲＭ）を用いたＧＩＳ解析により

算出し、この圏域に含まれる到達可能な人口を算出 

・なお、ＤＲＭはＨ11 道路交通センサスに対応したデータ、人口はＨ12 国勢調査人口 

2)生活圏中心都市への 30 分アクセス人口割合 

・仙台市、石巻市、古川市、気仙沼市の４市（地方生活圏中心都市）を対象に、30 分で到達可能な

圏域の人口割合を示す 

・時間圏域および到達可能圏域人口分析については、１）と同様 

3)市街地部での広幅員（3.0m 以上）歩道が 

  整備されている道路延長の割合 

・広幅員歩道延長（３ｍ以上）が道路延長に占める割合 

・３ｍ以上の片側および両側歩道整備延長とし延べ延長で算出 

4)事故危険箇所（事故が多発する箇所） 

  およびあんしん歩行エリアでの死傷事故件数 

・対象箇所は「事故危険箇所」（特に事故率の高い箇所において、交通事故抑止対策を集中的に実

施する箇所：県内 29 箇所）および「あんしん歩行エリア」（市街地内での歩行者等の死傷事故発

生割合が高い地区において、歩行者等優先の道路構造などによって歩行者等の安全な通行確

保を推進するエリア：県内 20 箇所）の設定箇所 

・上記箇所の死傷事故件数を評価対象 

5)橋梁耐震対策が完了している橋梁数・完了割合 

・仙台河川国道事務所管理路線内の橋梁耐震対策が必要とされる橋梁数（２３１橋）に対する橋梁耐

震対策が完了している橋梁数の割合を示す 

・対策優先橋梁：二次災害の恐れがある橋梁（落橋防止対策） 

・その他要対策橋梁（総数：２３１橋） 

6)無電柱化延長  

 （電線類が地中化されている延長） 
・市街地部（市街化区域）において無電柱化が行われている道路延長を示す 

7)渋滞損失時間（県民一人当たり） 

・渋滞損失時間は、一般県道以上の道路における渋滞がない場合の所要時間と実際の所要時間の

差に、影響台数および平均乗車人員（１台あたりの平均的な乗車人員数）を乗じて算出 

・なお、渋滞損失時間は、平成 11 年道路交通センサスデータ（走行速度・利用交通量）をもとに算出

しているが、仙台河川国道事務所管内の路線（直轄道路）については、毎年調査（プローブ調査）

を行っている走行速度結果を用いて算出 

・県民一人当たりは、上記渋滞損失時間を平成 12 年国勢調査の宮城県総人口で除した値 

8)主要渋滞ポイント数 

・下記定義に該当する箇所（平成 14 年度末：53 箇所） 

 【渋滞ポイントの定義】 

  DID 地区内：渋滞長 1000ｍ以上または通過時間 10 分以上 

  DID 地区外：渋滞長 500ｍ以上または通過時間 5分以上 

  ※DID 地区とは、人口 5000 人以上を有し、人口密度が 4000 人/k ㎡以上の地区 

9)仙台空港への 60 分アクセス人口割合 

  仙台港への 60 分アクセス事業所数割合 

・仙台空港・仙台港を対象に、60 分で到達可能な圏域の人口・事業所数割合を示す 

・時間圏域および到達可能圏域人口・事業所数分析については、1）と同様（事業所数は、Ｈ13 事業

所統計の全事業所数） 

10)規格の高い道路を使う割合 

・宮城県内の高速道路ほか自動車専用道路を使う走行台キロ（日あたり総利用交通量×区間延長）

が、県内全路線の走行台キロに占める割合を示す 

・規格の高い道路の交通量は、平成 15 年の実績平均交通量とし、その他路線の交通量は平成 11

年道路交通センサス交通量に走行台キロの伸び（平成 11 年→平成 15 年）を乗じた値を用いる 

11)高速 IC への 40 分アクセス人口割合 
・県内の各高速ＩＣを対象に、40 分で到達可能な圏域の人口割合を示す 

・時間圏域および到達可能圏域人口分析については、１）と同様 

12)県内高速道路の供用延長 ・東北道、山形道、三陸道、東部道路、北部道路の供用延長 

13)地域中心都市への 30 分アクセス人口割合 

・仙台市、白石市、石巻市、気仙沼市、古川市、築館町、迫町の７市町（二次生活圏中心都市）を対

象に、30 分で到達可能な圏域の人口割合を示す 

・時間圏域および到達可能圏域人口分析については、１）と同様 

14）仙台都市圏渋滞損失時間 

  （都市圏住民一人当たり） 

・渋滞損失時間は、７）と同様 

・県民一人当たりは、上記渋滞損失時間を平成 12 年国勢調査の仙台都市圏総人口で除した値（仙

台都市圏：仙台市、塩釜市、多賀城市、名取市、岩沼市、富谷町、大和町、利府町、七ヶ浜） 

15）市内事故危険箇所の死傷事故件数 
・対象箇所は仙台市内の「事故危険箇所」および「あんしん歩行エリア」の設定箇所 

・上記箇所の死傷事故件数を評価対象 

16)仙台都市圏の規格の高い道路 

  （高速道路等の自動車専用道路）を使う割合 
・仙台都市圏の路線を対象に 10）と同手法で算出 

17)拠点間バス旅行速度 
・仙台市内の主要拠点間（各地区の行政サービスセンター）の路線バスの平均速度を示す 

・路線バスの旅行速度は、路線バス運行時刻表より算出 

18)市内拠点から市役所間旅行速度 

  20km/h 未満の道路延長の割合 

・仙台市内の主要拠点（各地区の行政サービスセンター）～市役所間の総道路延長のうち、混雑時

旅行速度が 20km/h 未満の道路延長の割合を示す 

・混雑時旅行速度は、平成 11 年道路交通センサスデータ 

19)夜間騒音要請限度超過箇所数 ・仙台河川国道事務所管理区間において、自動車騒音が夜間要請限度を超過している区間数 

20)水溜りの出来ない舗装を 

  施した歩道延長の割合 
・仙台市内街路のうち排水性舗装および透水性舗装が整備されている歩道延長の割合を示す 

21)ボランティアサポート・スマイルロード 

  プログラム登録団体数 

・仙台河川国道事務所（ボランティアサポート）および宮城県（スマイルロード）のプログラムに登録さ

れている団体数を示す 

22）道路行政への満足度 
・宮城県の第２回満足度調査における道路整備（「国内交流を進めるための交通基盤の整備」）に対

する評価の満足度結果を示す 
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